パブリックコメントの回答について

「多治見市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について｣のパブリックコメント募集手続きについては、令和8年2月3日から3月5日まで募集し、1名から3件の意見が提出されました。いただいた意見と市の考え方は、以下のとおりです。

	いただいた意見の要旨
	市の考え方

	・偏見・差別等に対する対応を県の計画のように「感染者やその家族、所属機関、医療従事者、様々な事情によりマスク着用やワクチン接種ができない方、文化や風習が大きく異なる外国人県民等に対する偏見・差別等」と具体的に記載すべき。
・まん延防止対策に関する措置により、生じる心身への影響を考慮し、対策を模索する必要がある。
・基本的人権の尊重の視点は必須であり、感染症に関する正しい知識を普及すべき。
・「マスク着用等の咳エチケット」を「咳エチケット」に表記してはどうか。
	偏見・差別が生じないよう、感染症に関する正しい知識の習得や多様性の理解に努めます。また、市民の方、学校関係者、関係機関等へも正しい情報を周知していきます。

	総括、情報公開、市民や第三者による検証、および誤りを取り返すための施策が必須であり、記憶・記録が失われる前に検証委員会を設置するなど行動計画にも検証期を盛り込むべき。
	県より提供される、情報収集の結果及び分析結果を速やかに共有し、計画の実施状況のフォローアップや定期的な見直しを行っていきます。

	感染対策の呼びかけは「自分が体調を整えること」に注力していくべきである。まん延防止に関する措置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な施策を講ずる前に、心身への影響が出ないまん延防止措置を模索する必要がある。
	市民の生命と健康を保護するとともに、市民の生活・社会経済活動への影響を最小化にするための対策を講じていきます。


